
           令和6年4月1日改定 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 

 

１．事業所の概要 

事 業 所 名 東庄町地域包括支援センター 

所 在 地 千葉県香取郡東庄町石出２６９２番地４ 

事業所指定番号 １２０５３０００１３ 

電 話 番 号 ０４７８－８０－３１５５ 

事 業 者 東庄町長 岩 田 利 雄 

管 理 者 島 田 由 理 

営 業 時 間 

平     日  午前８時３０分～午後５時１５分 

業務をしない日  土曜日 日曜日  

祝祭日および年末年始（１２/２９～１/３） 

サービス提供地域 東庄町 

 

２．事業所の職員体制等 

職    種 職務内容 人数 

管  理  者 事業所の運営・総括に関すること １名（兼務） 

保  健  師 
介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ント業務 

２名 

社 会 福 祉 士 １名 

主任介護支援専門員 １名 

 

３．事業の目的及び運営の方針 

  介護保険法に基づき、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント事業を行います。 

利用者やご家族の希望と利用者の状況に応じて、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供さ

れ、可能な限り自宅において自立した生活が送れるよう努めます。 

 

４．介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容及び提供方法  

内容 提供方法 

介護予防サービス計画作成 ・利用者のお宅に訪問し、利用者や家族の話を伺い、アセスメ

ントを行い、介護予防サービス計画を作成します。 

介護予防サービス事業者等

との連絡調整 

・介護予防サービス事業者等とサービス担当者会議を開催し、

担当者間で、利用者の共通認識をはかります。 

介護予防の実施状況の把握

及び介護予防サービス計画

等の評価 

 

・利用者の状況を利用者又は介護予防サービス事業者に確認

し、介護予防サービス計画の実施状況を把握し、必要があれば

計画の見直しを行います。 

・介護予防サービス計画の目標がどれくらい達成できたかを評

価します。 

給付管理 ・毎月初めに、利用者の前月における介護予防サービスの利用



実績を確認し、千葉県国民健康保険団体連合会に請求します。 

介護予防サービス等に関す

る相談、説明 
・随時、電話等で相談をお受けします。 

その他 

 

・病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援

専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう

お願いします。 

・指定居宅サービス事業者等から利用者の口腔に関する問題、

薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報の

うち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯

科医師、又は薬剤師に提供します。 

・訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用

を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得

て主治医又は歯科医師の意見を求めます。その場合において、

介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当害

居宅サービス計画を主治医又は歯科医師に交付します。 

・複数の事業所の紹介を求める事が可能です。 

・介護予防サービス計画に位置付けた事業所等の選定理由を求

める事が可能です。 

 

５．利用料金 

介護予防支援及び介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについては、原則として利用者の負担はありません。 

 

６．サービス内容に関する苦情相談窓口 

東庄町地域包括支援センター 
電話番号 ０４７８－８０－３１５５ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

東庄町健康福祉課介護保険係 
電話番号 ０４７８－７９－０９１２ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

千葉県国民健康保険団体連合会 
電話番号 ０４３－２５４－７４２８ 

受付時間 午前９時～午後５時 

 

 

７．虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる

とおり必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

（２） 虐待防止のために対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

職員に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針を整備しています。 

（４） 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

 

 

８．業務継続計画の策定等について 



（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

９．衛生管理等について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底しています。 

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３） 職員に対し、感染症の予防及びまん防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

 

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び

本書面に基づいて重要な事項を説明いたしました。 

令和   年  月  日  事 業 者  所在地 千葉県香取郡東庄町石出2692番地4 

                     名 称 東庄町地域包括支援センター 

説明者            ㊞ 

 

私は契約書及び本書面により、事業者から介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについ

ての、重要な事項の説明を受け、内容に同意いたします。 

利 用 者  住 所 

氏 名               ㊞ 

 

代 筆 者  住 所 

氏 名               ㊞  


